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原

信

之

付

は

じ

め

に

幕
藩
体
制
下
に
お
け
る
宗
教
施
策
の
一
つ
は
本

末
制
度
の
確
立
と
そ
の
維
持
安
定
に
あ
っ
た
と
い

d
p
A
J
O

へ

わ
れ
る
。
宗
派
を
問
わ
ず
、
本
山
を
頂
点
と
し
て

み

v

ゅ
う

5
へ

中
山
・
末
寺
・
下
寺
・
下
道
場
と
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

型
の
序
層
は
時
に
は
幾
層
に
も
及
、
ひ
、
そ
の
下
に

は
寺
請
制
度
を
通
し
て
百
姓
・
町
人
な
ど
の
被
支

配
者
階
層
が
し
っ
か
り
と
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で

tω
ヲ
匂
。

所
が
、
真
宗
諸
寺
院
に
お
い
て
は
本
山
と
の
本

末
関
係
は
強
調
さ
れ
て
も
、
そ
の
中
聞
に
介
在
す

か
ゅ
う
さ
ん

る
中
山
寺
院
と
下
寺
と
の
本
末
関
係
が
結
ぼ
れ
る

に
至
っ
た
歴
史
的
背
景
を
記
録
と
し
て
残
し
て
い

る
寺
院
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
し
て
明
治
以
降
、

う
わ
で
ら

末
寺
・
下
寺
が
中
山
・
上
寺
を
離
脱
し
て
、
本
願

寺
の
直
末
化
し
て
く
る
と
、
か
つ
て
の
中
山
・
上

寺
と
の
本
末
関
係
を
極
力
隠
蔽
し
、
ま
た
既
に
忘

れ
去
ら
れ
た
寺
院
す
ら
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
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か
し
、
現
在
も
根
強
く
残
る
家
の
宗
教
、
即
ち
檀

那
寺
と
の
関
係
を
知
る
た
め
に
は
、
本
山
・
中
山

・
上
寺
・
下
寺
・
末
寺
と
い
っ
た
序
層
関
係
を
明

ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
京
都

今
小
路
常
楽
寺
と
越
前
諸
末
寺
と
の
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
如
上
の
問
題
を
理
解
す

る
一
助
に
し
た
い
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

さ
て
、
常
楽
寺
と
い
え
ば
、
越
前
で
は
ま
ず
真

宗
高
田
派
十
二
ヵ
寺
の
一
、
加
戸
の
常
楽
寺
(
坂

井
郡
三
国
町
)
が
あ
り
、
又
承
応
二
年
(
一
六
五

一
一
一
)
鯖
江
誠
照
寺
と
本
寺
を
争
っ
て
破
れ
、
廃
寺

と
な
っ
た
河
端
の
常
楽
寺
(
鯖
江
市
)
も
著
名
で

あ
る
。

所
で
、
越
前
真
宗
西
派
の
寺
院
の
本
末
関
係
を

調
べ
て
み
る
と
、
常
楽
寺
を
中
山
と
し
て
、
結
ぼ

れ
た
末
寺
が
何
ヵ
寺
か
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

即
ち
、
乙
の
常
楽
寺
は
京
都
今
小
路
常
楽
寺
の
こ

と
で
あ
り
、
か
つ
て
は
一
門
・
連
枝
格
寺
院
と
し

て
、
本
願
寺
の
宗
勢
拡
張
に
は
少
か
ら
ざ
る
影
響

力
を
及
ぼ
し
た
寺
院
で
あ
っ
た
。

一
体
、
京
都
に
あ
る
西
本
願
寺
末
寺
の
常
楽
寺

が
何
故
に
越
前
に
門
末
を
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
乙
れ
が
こ
こ
に
述
べ
よ
う
と
す
る
課
題
な
の

で
あ
る
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
乙
の
常

楽
寺
は
か
つ
て
越
前
に
居
を
占
め
て
い
た
時
代
が

京
都
今
小
路
常
楽
苛
と
越
前
と
の
関
係
に
つ
い
て

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
常
楽
寺
と
越
前
門
末
と
の
関

係
は
こ
こ
に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
常
楽
寺
が
越
前
に
一
時
的
に
せ
よ
住
坊
を

占
め
て
い
た
と
い
う
記
録
は
常
楽
寺
系
譜
に
も
、

ま
た
越
前
側
の
記
録
に
も
具
体
的
に
残
つ
て
は
い

な
い
。
し
か
し
断
片
的
な
史
料
を
騒
っ
て
み
る

と
、
越
前
と
常
楽
寺
と
の
歴
史
的
関
係
が
明
ら
か

と
な
っ
て
く
る
。
し
か
も
そ
の
時
期
が
天
正
一
向

一
撲
の
前
後
に
当
た
り
、
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
越

前
に
散
在
す
る
常
楽
寺
門
末
の
分
布
の
説
明
が
つ

ノ¥、。
要
す
る
に
、
寛
永
期
に
確
立
し
た
と
い
わ
れ
る

幕
藩
体
制
下
の
本
末
制
度
の
基
盤
は
既
に
こ
の
時

期
に
ま
で
、
そ
の
淵
源
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
か
つ
て
本
願
寺
中
興
蓮
如
が
多
数
の

子
女
を
有
力
寺
院
に
配
し
て
、
そ
の
教
線
を
弘
め

て
い
っ
た
様
に
本
山
の
権
威
に
弱
い
地
方
の
円
末

寺
院
を
、
蓮
校
格
の
有
力
寺
院
を
橋
頭
俸
と
し
て

吸
収
統
制
し
て
き
た
一
例
を
看
取
で
き
る
の
で
あ

る。
同

常

楽

寺

と

正

立

寺

常
楽
寺
開
祖
は
本
願
寺
第
一
二
世
覚
如
の
長
子
存

覚
で
あ
る
。
存
覚
は
父
覚
如
と
は
疎
遠
の
仲
で
二

度
に
わ
た
っ
て
義
絶
を
受
け
、
た
め
に
長
子
で
あ

り
な
が
ら
本
願
寺
の
留
守
職
は
譲
渡
き
れ
な
か
っ
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た
。
文
和
二
年
(
一
三
五
一
二
)
存
覚
六
十
四
才
の

四
月
、
門
弟
の
斡
旋
に
よ
っ
で
六
条
大
宮
か
ら
大

谷
の
今
小
路
の
地
に
住
坊
を
移
し
、
応
安
六
年
(

一
三
七
二
)
存
覚
の
死
寂
す
る
ま
で
約
二
十
年
間

は
、
こ
こ
に
あ
っ
て
若
き
法
主
第
四
世
善
如
の
後

見
補
佐
に
務
め
た
。
乙
れ
を
常
楽
台
と
い
い
、
後

に
常
楽
寺
と
改
め
る
の
で
あ
る
。

大
谷
一
流
系
図
に
よ
れ
ば
、
常
楽
合
は
存
覚
の

孫
、
光
覚
寂
後
、
本
願
寺
六
世
巧
如
の
子
、
光
崇

(
空
覚
)
が
入
っ
て
相
続
し
、
さ
ら
に
そ
の
子
、

光
信
(
蓮
覚
)
の
内
室
に
は
第
八
世
蓮
如
の
第
二

女
、
如
慶
を
迎
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
頃
よ
り

常
楽
台
か
ら
常
楽
寺
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

乙
こ
に
常
楽
寺
は
い
よ
い
よ
本
願
寺
の
一
門
連
枝

と
し
て
の
地
位
を
固
め
て
く
る
の
で
あ
る
。

越
前
に
お
け
る
天
正
二
同
一
撲
の
時
代
は
、
常

楽
寺
の
世
代
で
い
え
ば
光
信
・
兼
忠
・
実
乗
を
経

て
証
賢
(
純
恵
)
の
時
代
に
当
た
る
o

「
今
古
独

立
阿
」
に
よ
れ
ば
彼
は
永
禄
三
年
(
一
五
六

O
)
院

心
不
に
列
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
同
九
年
に
は
法
印
に
叙

せ
ら
れ
て
い
る
。
多
難
な
本
願
寺
宗
勢
の
中
に
あ

っ
て
重
要
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
た
一
人
で

あ
っ
た
。

さ
て
こ
こ
に
越
前
と
常
楽
寺
と
の
関
係
を
一
不
す

史
料
と
し
て
、
専
修
寺
賢
会
の
幸
一
日
状
(
三
国
町
勝

同閣一

覚
如
l
」
|
存
覚

l
!ー
巧
覚
ー
ー
ー
昭
覚
e
l
i
-
-
一

ゆ

一

(

光

玄

)

(

光

助

〉

(

光

覚

)

一

従

覚

時

如

時

如

|

阿

如

ぃ

一
1

1

1

1

空
覚

(
光
栄
)

(7)存

如

(8)蓮
女日

完蓮 U去
信覚下慶 如

コ
日
」
(
天
文
三
・
七
・
八

J

(

天
王
十
七
・
七
・
七
)
(
慶
長
十
八
・
四
・
八
)

一二一、一

r

四

十

五

才

=

七

十

七

才

、

五一
1
l実
乗

証

賢

I

1

i

l

-

-

顕
恵
1

1

1

准

賢

口

巴

(

光

恵

)

(

純

恵

)

(

佐

官

山

)

大
ヨt

兼-l:;
1¥ 

庁、六壬
|十三
|才

|τ 
貧兼主
色隆?

七十

十.
七一一
才一 (一一一一-

里子ll
妙 乗 露乗雀 乗

恵T 賢 さ心手 賢

|十
I 1¥ 

議乗五
喧正子

一ー

会itl

は
本
願
寺
宗
主
職
位
代
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授
寺
文
書
)
が
あ
る
。
八
月
廿
口
口
(
天
正
二
年
)

専
修
寺
賢
会
よ
り
諸
江
般
に
宛
て
た
世
一
回
状
中

u
「

(
豪
摂
寺

)

2

吊
果
寺
)

:
:
:
鉢
伏
、
西
光
寺
・
正
閏
坊
・
今
小
路
・
照
護

(
専
修
一
ケ
d

寺
・
我
等
五
人
し
て
相
踏
候
。
:
:
:
」
と
あ
る
。

即
ち
信
長
の
攻
勢
を
眼
前
に
し
で
鉢
伏
城
の
守

備
は
一
向
一
撲
の
五
ヵ
寺
の
将
が
当
た
っ
て
い
た

こ
と
を
一
不
す
も
の
で
、
こ
の
中
の
ぷ
寸
小
路
u

と

は
明
ら
か
に
こ
の
常
楽
寺
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
当
時
の
住
僧
は
先
述
の
証
賢
に
当
た

る
。
彼
の
死
寂
年
は
天
正
十
七
年
(
七
十
七
才
)

の
こ
と
で
あ
り
、
石
山
篭
城
中
の
顕
証
寺
証
淳
・

(注
1
)

へ誼

教
行
寺
証
誓
・
慈
敬
寺
証
智
と
共
に
常
楽
寺
証
賢

の
署
名
の
見
え
る
雑
賀
門
徒
に
宛
て
た
書
状
(
和

歌
山
県
蓮
乗
寺
蔵
)
が
残
っ
て
い
る
か
ら
、
越
前

(注
2
)

鉢
伏
城
落
城
後
、
越
前
を
脱
出
し
て
石
山
に
篭
城

し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
厳
し
い
信
長
の
詮
索

の
目
を
逃
れ
得
た
か
ど
う
か
が
疑
問
で
あ
る
。

さ
て
別
に
浮
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
証
賢
の
叔

父
、
兼
隆
(
賢
心
)
で
あ
る
。
兼
隆
は
落
井
(
鯖

江
市
)
の
正
立
寺
の
開
祖
に
な
っ
て
い
る
が
、
正

立
寺
の
寺
号
を
下
附
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
子
隆
恵

(
乗
心
)
の
代
の
慶
長
頃
で
あ
る
か
ら
、
兼
隆
は

当
時
ま
だ
常
楽
寺
兼
隆
と
考
え
て
よ
い
。
証
賢
の

父
、
実
釆
(
光
恵
)
が
天
文
三
年
、
四
十
五
才
に

松
原

覧表

寺院所在地 寺号公称 備 考!
願主

正立寺鰭江市落井慶長 8.8. (顕如寺号)乗心
-7 11.10.17 (木仏) 乗 I

満 願寺 ク 松成慶長10年以前

教 覚 寺 ヂ 磯部寛文 4.7. (木仏)

明光寺 ヂ 庄ぃ治慶長1↑ 8.16(親鳶寺号)了勝
寛永21.2. 9(木仏)

光常寺 2 別司寛一永13.7.21 (蓮如寺号)道乗
元禄 2.8. (木仏)

浄 願 寺 ク 川島 延宝 2.11↑5(木仏) 了永|号室谷程罪証誠
真光寺 ク 上氏家貞享元年 (寺号?)

明厳寺清水町在田慶長?年(親駕寺号カ?)

浄 宗 寺 ク ク元和 2.5. 1 (蓮如寺号)了恩

法満寺手ク 寛政 2.9.14(呼寺号)
弘化5 冬(自庵御免)

覚永寺 ク 真栗元和 6.7. (木仏)

万福寺 寛永 8.8.29 (紙寺号)久円
グ 慶安 3.3.29 (木仏) l 

浄仏寺福井市西山町野11年の北庄古図l乙寺号 l 

光福寺 中角慶長13.9.3(親鷲寺号)1I煩幸
。 万治 3.~2.12 (木仏) 幸正

安楽寺足羽町高生田宝永 7.3. (木仏_). I 

常楽寺旧末寺ー

京
都
今
小
路
常
楽
寺
と
越
前
と
の
関
係
に
つ
い
て
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一
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，

h
/
L
L
i
f
e
-
-
ハ

し
て
死
寂
す
る
と
、
若
い
証
賢
を
補
佐
し
た
の

が
、
乙
の
兼
陸
で
あ
ろ
う
。

地
図
を
参
照
す
れ
ば
明
ら
か
な
様
に
常
楽
寺
末

寺
は
丹
生
郡
の
一
部
の
外
に
今
立
郡
(
現
在
は
鯖

江
市
域
)
に
多
い
。
恐
ら
く
、
越
前
に
来
往
し
て

教
化
に
当
た
っ
た
の
が
、
こ
の
兼
隆
で
、
こ
れ
に

よ
っ
て
帰
入
し
た
門
徒
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
門
徒
を
随
え
て
鉢
伏
城
の
守
備
に
当
た

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

王
立
寺
記
録
に
よ
れ
ば
「
開
基
兼
隆
ハ
石
山
合

戦
ニ
参
加
シ
途
中
信
長
勢
ニ
追
返
サ
レ
終
ニ
当
郡

磯
部
村
獅
子
岩
ト
申
ス
所
ニ
テ
自
殺
シ
相
果
テ
タ

ル
際
、
二
代
目
乗
心
ハ
捕
虜
ト
ナ
リ
テ
府
中
坂
屋

ノ
牢
ニ
継
閉
セ
ラ
ル
ル
事
約
五
年
ナ
リ
シ
カ
:
:

」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
年
、
誤
ま
っ
て
伝
請
さ

れ
た
も
の
で
、
年
次
の
前
後
を
失
し
て
い
る
。
つ

ま
り
兼
隆
(
恐
ら
く
そ
の
子
隆
恵
も
含
め
て
)
は

富
田
長
秀
に
よ
っ
て
府
中
板
屋
の
牢
に
一
時
幽
閉

さ
れ
た
が
、
天
正
二
年
二
月
の
一
向
一
撲
の
峰
起

に
よ
っ
て
救
出
さ
れ
、
そ
の
後
信
長
の
越
前
攻
略

に
対
し
て
は
一
撲
の
将
と
し
て
鉢
伏
城
に
立
篭

り
、
そ
の
落
城
に
よ
っ
て
兼
隆
は
追
わ
れ
追
わ
れ

て
今
立
郡
磯
部
村
の
獅
子
カ
岩
に
隠
れ
、
こ
と
で

自
刃
し
て
果
て
た
と
考
え
る
方
が
、
恐
ら
く
史
実

に
添
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
兼
隆
の
寂
年
月
日
は
年
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次
を
欠
き
霜
月
十
一
日
と
し
か
な
い
が
、
年
次
は

天
正
三
年
(
一
五
七
五
)
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
常
楽
寺
証
賢
が
天
正
十
七
年
死
寂
す
る

と
、
そ
の
子
顕
恵
(
佐
官
山
)
は
越
前
に
住
坊
を
移

し
て
い
た
様
で
あ
る
。
本
願
寺
顕
如
宗
主
の
死

後
、
文
厳
か
ら
慶
長
に
か
け
て
は
教
如
と
准
如
と

の
間
で
本
願
寺
宗
主
権
を
め
ぐ
る
争
い
に
発
展

し
、
東
西
分
派
の
め
ま
ぐ
る
し
い
状
勢
の
中
に
あ

っ
て
、
京
都
を
さ
け
越
前
常
楽
寺
門
末
を
頼
っ
て

下
向
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
越
前
に
あ
っ

た
兼
隆
の
子
隆
恵
(
乗
心
)
も
そ
の
背
後
に
あ
っ

て
常
楽
寺
顕
恵
を
越
前
へ
招
い
た
一
人
か
も
知
れ

L

、。
サ
h
'
h
v常

楽
寺
顕
志
は
准
如
に
従
っ
て
西
一
点
に
属
し

た
。
そ
し
て
慶
長
十
年
こ
六

O
五
)
越
前
松
成

村
(
現
在
鯖
江
市
松
成
町
)
に
て
木
仏
を
下
附
さ

れ
て
い
る
。

木
仏
之
留

l
(竜
谷
大
学
所
蔵
)

釈
准
如
1
1
6

慶
長
十
年
乙
巳
八
月
二
十
一
日

願
主
常
楽
寺
釈
顕
恵

右
之
木
仏
者
越
前
国
今
北
郡
松
成
村
顕

恵
依
望
如
此
也

一
方
隆
恵
は
慶
長
八
年
こ
六

O
三
)
八
月
、

顕
如
上
人
影
像
の
下
附
と
同
時
に
正
立
寺
の
寺
号

松
原

を
賜
わ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
常
楽
寺
門
徒

と
し
て
西
派
に
属
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

子
乗
正
の
代
に
木
仏
を
安
置
し
て
い
る
。

木
仏
之
留

i
(竜
谷
大
学
所
蔵
)

釈
准
如
ー
ー

慶
長
十
一
年
内
午
十
月
十
七
日

願
主
正
立
寺
釈
乗
正

右
之
木
仏
者
常
楽
寺
門
徒
越
前
園
今
北

郡
落
井
村
正
立
寺
依
望
如
此
也

こ
の
「
木
仏
之
留
」
に
よ
っ
て
常
楽
寺
顕
恵
が

越
前
に
堂
宇
を
建
て
て
、
木
仏
を
安
置
し
た
こ
と

は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
の
越
前
に
お
け
る

足
跡
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
し
て
慶
長
十

八
年
四
月
八
日
、
顕
恵
は
死
寂
し
て
い
る
。
京
都

で
は
荘
麗
な
葬
送
が
営
な
ま
れ
た
ら
し
く
、
現
在

竜
谷
大
学
図
書
館
に
「
常
楽
寺
顕
恵
葬
礼
記
」
が

蔵
さ
れ
て
い
る
。

顕
恵
に
は
嗣
子
が
な
く
、
大
和
国
吉
野
の
願
行

寺
勝
了
の
二
男
准
賢
が
入
寺
し
、
本
願
寺
准
如
の

第
一
女
を
内
室
に
迎
え
て
、
常
楽
寺
を
継
承
し
て

い
る
。
恐
ら
く
こ
れ
を
契
機
に
常
楽
寺
は
寺
基
を

越
前
か
ら
再
び
京
都
の
現
在
の
地
に
移
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

伺
松
成
村
満
願
寺

か
つ
て
常
楽
寺
の
あ
っ
た
松
成
村
に
は
現
在
満

京
都
ぷ
寸
小
路
常
楽
寺
と
越
前
と
の
関
係
に
つ
い
て

願
寺
が
寺
基
を
占
め
て
い
る
o

本
願
寺
釈
准
如

慶
長
十
年
乙
巳
七
月
十
日

方
便
法
身
尊
形
常
楽
寺
門
徒
満
願
寺
下

越
前
国
今
北
部
原
村

願
主
釈
了
空

満
願
寺
に
は
以
上
の
様
な
方
便
法
身
尊
形
が
あ

り
、
乙
れ
に
よ
れ
ば
既
に
慶
長
十
年
常
楽
寺
門
徒

と
し
て
満
願
寺
の
寺
号
を
公
称
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
し
か
し
当
寺
の
記
録
で
は
常
楽
寺
と
の

関
係
は
何
等
触
れ
て
い
な
い
し
、
勿
論
、
松
成
村

に
常
楽
寺
の
あ
っ
た
こ
と
も
記
録
さ
れ
て
い
な

い
。
但
し
当
寺
に
は
寛
文
十
二
年
(
一
六
七
二
)

木
仏
尊
像
を
常
楽
寺
よ
り
譲
請
け
た
時
の
書
状
が

あ
る
。

端
書
無
之

「
木
仏
尊
像
常
楽
寺
殿
与
「
此
度
其
方
江
譲
給

候
「
通
御
門
跡
様
江
申
「
上
候
然
処
御
庖
後

其
「
上
御
取
込
之
儀
之
故
「
御
札
先
御
判
一
一
而

被
成
「
御
免
候
間
難
有
可
被
存
候
「
年
号
月

日
国
郡
村
寺
号
「
法
名
之
儀
者
重
而
可
染
「

御
筆
候
為
其
如
斯
候
也

下
問
少
進
法
眼

寛

文

十

二

壬

子

年

花

押

九
月
晦
日
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絵
原

京
都
今
小
路
常
楽
寺
と
越
前
と
の
関
係
に
つ
い
て

関

常
楽
寺
殿
門
徒
越
前
国
今
北
郡

東
方
松
成
村満

願
寺
乗
円

松
成
村
に
常
楽
寺
が
あ
っ
た
頃
は
、
満
願
寺
は

松
成
・
村
の
近
隣
、
原
村
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
即
ち
、
明
治
二
年
の
宗
旨
改
帳
に
は
原
村
満

(注
5
)

願
寺
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
も
原
村
に
は
満

願
寺
持
の
道
場
が
残
っ
て
い
る
。
常
楽
寺
が
京
都

に
移
転
し
て
後
は
恐
ら
く
満
願
寺
が
常
楽
寺
の
堂

字
、
木
仏
そ
の
他
を
支
配
管
理
し
、
さ
ら
に
後
に

至
っ
て
、
そ
の
寺
跡
を
継
承
し
て
原
村
よ
り
移
転

し
、
そ
の
ま
ま
常
楽
寺
の
木
仏
を
譲
請
け
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
先
記
の
譲
受
状
が
こ
の
事
実
を
裏
付

け
る
も
の
で
あ
る
。

同
越
中
常
願
寺
と
越
前
と
の
関
係

富
山
県
東
砺
波
郡
院
林
に
あ
る
常
願
寺
の
開
祖

は
常
楽
寺
兼
忠
の
三
男
賢
勝
で
、
先
に
述
べ
た
兼

隆
(
正
立
寺
祖
)
の
弟
に
当
た
る
。
最
初
、
越
前

国
丹
生
郡
真
栗
(
清
水
町
)
に
建
立
さ
れ
た
も
の

で
、
真
栗
を
姓
と
し
て
い
る
。
門
徒
分
布
図
を
見

る
と
判
か
る
様
に
真
栗
を
中
心
に
常
楽
寺
門
末
が

多
い
の
は
乙
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
の
「
瑞
泉
寺
記
録
帳

」
所
収
の
五
回
徳
寺
由
来
H

に
よ
れ
ば
、
乙
の
常

楽
寺
は
永
正
の
頃
国
主
朝
倉
氏
に
よ
っ
て
越
前
を

追
出
さ
れ
、
越
中
へ
逃
れ
来
っ
た
寺
院
の
中
の
一

寺
で
あ
る
と
い
う
。

H

常
願
寺
越
前
真
粟
ー
と
加

ニ
ア
リ

注
さ
れ
て
あ
る
。
し
か
し
系
図
か
ら
考
え
る
と
い

さ
さ
か
世
代
、
年
代
が
そ
ご
し
て
矛
盾
が
あ
る

が
、
史
料
不
足
の
た
め
究
明
す
る
こ
と
は
至
難
で

あ
る
。現

在
丹
生
郡
朝
日
町
真
栗
に
は
乙
の
常
願
寺
か

ら
分
寺
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
覚
永
寺
が
あ
り
、
や

は
り
常
楽
寺
旧
末
寺
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て

も
真
栗
を
中
心
と
し
た
常
楽
寺
門
末
の
存
在
は
越

中
常
願
寺
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。

「
大
谷
一
流
系
図
」
で
は
常
願
寺
開
基
賢
勝
の

一
女
、
妙
恵
に
常
楽
寺
証
賢
の
弟
乗
賢
を
配
し
て

二
世
と
し
て
い
る
。
「
常
楽
寺
系
譜
」
で
は
越
中

城
端
の
瑞
泉
寺
兼
鎮
の
真
弟
誓
勝
を
養
子
と
し
て

二
世
に
し
、
乗
賢
は
三
世
と
な
っ
て
い
る
。
乗
賢

に
次
い
で
、
勝
順
、
奪
回
玄
と
次
第
し
て
い
る
が
、

六
世
よ
り
十
世
ま
で
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
も
各

世
代
い
ず
れ
も
庁
卒
年
月
日
不
知
H

と
あ
る
点
、

近
世
中
期
ま
で
の
常
願
寺
で
は
住
持
が
定
か
な
ら

ず
、
空
白
期
間
の
多
々
あ
っ
た
乙
と
が
知
ら
れ

る
。
乙
の
様
な
中
に
あ
っ
て
も
越
前
と
の
関
係
は

絶
え
る
乙
と
な
く
、
明
暦
元
年
(
一
六
五
五
)
十

月
二
十
一
日
付
の
隠
正
立
寺
刑
部
卿
乗
正
よ
り
中

野
町
民
部
卿
(
乗
正
二
男
)
宛
の
常
願
寺
跡
目
譲

状
が
残
っ
て
い
る
。
正
立
寺
を
隠
居
後
、
越
中
常

願
寺
を
継
職
し
た
乗
正
は
彼
の
二
男
、
中
野
民
部

卿
に
こ
れ
を
譲
渡
し
た
。
か
く
し
て
常
楽
寺
よ
り

(注
4
)

分
寺
し
た
正
立
寺
と
常
願
寺
は
そ
の
後
も
そ
の

住
持
職
を
め
ぐ
っ
て
関
連
を
絶
つ
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

伺
そ
の
他
の
寺
院

以
上
の
如
く
、
常
楽
寺
問
末
形
成
上
、
主
要
な

位
置
を
占
め
た
正
立
寺
、
満
願
寺
、
越
中
常
願
寺

の
成
立
と
、
そ
の
関
連
を
眺
め
て
見
た
。
越
前
に

お
け
る
常
楽
寺
旧
末
寺
の
す
べ
て
が
本
末
の
因
縁

を
こ
の
様
な
論
述
に
求
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い

が
、
鯖
江
市
グ
ル
ー
プ
と
清
水
町
グ
ル
ー
プ
の
諸

寺
院
は
少
な
く
共
、
如
上
の
説
明
が
重
要
な
要
素

と
な
る
と
と
は
真
違
い
な
い
。

し
か
し
川
島
の
浄
願
寺
の
様
に
近
世
中
期
に
入

っ
て
他
派
よ
り
転
派
し
て
常
楽
寺
の
系
列
に
入
っ

た
例
も
あ
る
。
即
ち
浄
願
寺
は
讃
門
徒
の
一
本

寺
、
横
越
の
証
城
寺
の
道
場
で
あ
っ
た
が
、
本
寺

と
出
入
が
起
っ
た
た
め
、
延
宝
二
年
(
一
六
七

四
)
西
本
願
寺
派
に
帰
属
し
た
も
の
で
あ
る
。
乙

の
転
派
に
際
し
て
そ
の
取
次
役
を
引
受
け
た
の
が

落
井
の
正
立
寺
で
あ
っ
た
の
で
、
浄
願
寺
は
そ
の

ま
ま
常
楽
寺
門
末
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

以
来
、
木
仏
尊
像
を
始
め
、
本
山
か
ら
下
附
さ
れ
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た
御
影
等
の
裏
金
百
は
す
べ
て

H

常
楽
寺
門
徒
正
立

寺
下
越
前
国
今
立
郡
川
嶋
村
浄
願
寺
山
と
記
載
さ

れ
て
、
事
実
上
正
立
寺
末
寺
と
な
っ
た
。
こ
の
様

な
重
層
的
な
本
末
関
係
は
以
後
、
少
門
徒
の
浄
願

寺
に
と
っ
て
経
済
的
に
非
常
に
大
き
な
負
担
で
あ

っ
た
ら
し
い
。

幕
藩
体
制
下
で
は
、
本
末
序
層
の
維
持
に
つ
い

て
は
厳
し
い
統
制
が
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
鯖
江

に
新
し
く
鯖
江
藩
が
成
立
し
、
川
島
村
が
そ
の
藩

領
と
な
り
、
享
保
六
年
(
一
七
二
一
)
領
内
に
「

寺
社
改
」
が
行
な
わ
れ
る
と
、
ど
の
様
な
手
違
い

か
ら
か
、
浄
願
寺
は
西
本
願
寺
直
末
寺
と
し
て
「

改
牒
」
に
記
載
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
に
気
を
強
く
し
た
浄
願
寺
は
正
立
寺
や
常

楽
寺
の
干
渉
を
排
除
し
て
実
質
的
に
も
直
末
化
し

よ
う
と
奔
走
し
た
。
こ
れ
に
対
し
正
立
寺
は
浄
願

寺
の
本
宗
へ
の
帰
参
の
経
過
、
正
立
寺
の
果
し
た

役
割
を
力
説
し
て
本
山
に
訴
え
、
浄
論
に
ま
で
発

展
し
た
。
本
山
側
は
記
録
を
吟
味
し
た
結
果
、
正

立
寺
の
申
立
通
り
で
は
あ
っ
た
が
、
正
立
寺
と
の

本
末
は
解
消
し
て
常
楽
寺
門
徒
と
し
て
引
上
げ
、

間
部
藩
に
対
し
て
も
寺
社
帳
の
本
末
関
係
の
記
載

を
改
め
る
様
に
訴
え
て
い
る
。
こ
の
結
果
は
ど
の

(注
5
v

様
に
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
共
、

明
治
維
新
ま
で
浄
願
寺
が
常
楽
寺
末
寺
で
あ
っ
た

ζ

と
は
事
実
で
あ
る
。

最
後
に
福
井
市
中
角
の
光
福
寺
と
岡
市
西
山
町

の
浄
仏
寺
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
光
福

寺
は
も
と
真
言
宗
で
田
谷
村
(
現
在
福
井
市
、
旧

川
西
町
)
に
あ
っ
た
。
天
正
兵
乱
後
無
住
と
な
っ

て
い
た
所
へ
常
楽
寺
か
ら
善
幸
が
入
手
し
て
現
地

に
寺
を
移
転
し
、
同
じ
く
当
時
無
住
で
あ
っ
た
浄

仏
寺
へ
は
善
幸
の
弟
が
入
寺
し
て
寺
を
継
承
し
た

と
い
う
。
善
幸
の
子
、
了
幸
が
慶
長
九
年
(
一
六

O
四
)
に
往
生
し
て
い
る
か
ら
、
善
幸
兄
弟
は
天

正
年
代
か
、
.
そ
れ
以
前
の
住
僧
で
あ
ろ
う
。
前

記
、
鯖
江
及
び
清
水
ゲ
ル

l
プ
と
同
様
、
中
世
末

へ注
6
)

期
の
一
向
一
撲
の
時
代
に
常
楽
寺
の
配
下
に
入
っ

た
と
想
像
さ
れ
、
そ
の
本
末
の
由
縁
を
伝
え
る
数

少
な
い
寺
院
で
あ
る
。

各
寺
院
の
系
譜
は
そ
れ
自
体
で
は
、
そ
の
寺
の

血
脈
や
法
脈
を
知
る
だ
け
の
無
意
味
な
存
在
と

し
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
が
、
歴
史
全

体
の
中
で
位
置
づ
け
を
行
い
、
そ
し
て
相
互
に

各
寺
流
派
系
統
の
関
係
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
実
に
新
し
い
歴
史
的
事
象
を
見
出
す
乙
と
が

し
ば
/
¥
あ
る
こ
と
を
最
後
に
付
記
し
た
い
と
思

ャっ。

松
原

京
都
今
小
路
常
楽
寺
と
越
前
と
の
関
係
に
つ
い
て

(
注
?
)
常
楽
寺
系
譜
に
よ
る
と
、
八
世
純
恵
(
証

賢
)
は
P

天
文
十
七
年
七
月
七
日
往
生
d

と
な
っ

て
お
り
、
九
世
佐
恵
(
顕
恵
)
は
グ
天
五
十
八
年

四
月
八
日
往
生
d

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
古
文

書
に
よ
っ
て
証
賢
は
天
正
年
中
、
ま
だ
存
命
で
あ

っ
た
し
、
顕
恵
も
慶
長
十
年
木
仏
を
下
附
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
慶
長
年
代
は
存
命
中
と
考
え
忍
べ
き

で
あ
る
。
系
譜
は
後
世
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
恐
ら
く
作
為
的
に
年
号
を
ず
ら
し
た
も

の
と
想
定
し
て
い
た
。

折
も
折
、
竜
谷
大
学
図
書
館
か
ら
「
常
楽
寺
顕

恵
葬
礼
記
」
が
発
見
さ
れ
P

顕
恵
、
慶
長
十
八
年

四
月
八
日
往
生
d

と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
系
譜
は

明
ら
か
に
年
号
w
慶
長
d

を
P

天
正
d

と
の
み
、

ず
ら
し
て
作
成
し
た
と
と
に
な
る
。
従
っ
て
純
恵

の
往
生
も
H

天
文
d

で
は
な
く
P

天
正
d

と
年
間
す

だ
け
を
改
め
る
の
が
正
し
い
と
思
う
。

(注
2
)

一
向
一
撲
の
研
究
井
上
鋭
夫
著

(注
3
)

万
治
二
年
狛
長
吉
与
力
井
家
頼
宗
旨
改

帳

(注
4
)

越
中
常
願
寺
を
継
職
し
た
中
野
民
部
卿
は

そ
の
後
府
中
(
武
生
市
末
広
町
)
養
徳
寺
普
恵
の

養
子
と
し
て
転
住
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
と
の
譲

状
は
現
在
養
徳
寺
に
伝
来
し
て
い
る
。

(注
5
)

落
井
正
立
寺
文
書

(注
6
)

中
角
光
福
寺
由
緒
記
|
|
幸
誓
(
享
保
六

年
死
)
記
述

(
福
井
県
立
丸
岡
高
等
学
校
教
諭
)

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




